
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行

う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に

対処するための指針の一部を改正する件（案）について（概要） 

 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 

 

１．改正の趣旨 

○ 現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需

給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、 

①お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施

行の強化（※） 

②職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進 

 といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。 

○ 上記を踏まえ、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情

報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務

等に関して適切に対処するための指針（平成 11 年労働省告示第 141 号）において、所要

の措置を講ずるもの。 

 

※募集情報等提供事業を行う者（以下「募集情報等提供事業者」という。）による労働者に

なろうとする者への金銭等の提供については、①離転職への誘引効果が生じている、②成

功報酬・課金の高額化につながっている、③採用された労働者が金銭等の誘因から、複数

の募集情報等提供事業者に対して採用決定の報告をすることが原因となって、募集主が複

数の募集情報等提供事業者から成功報酬の請求を受ける等のトラブルが発生している（違

約金請求に至るトラブルも発生している）、④求職者への金銭等の提供については、職業

紹介事業において既に原則禁止されていること、また、職業紹介事業と募集情報等提供事

業を兼業する事業者も多いこと等を踏まえ、その取扱いについて検討したもの。 

 

２．改正の概要 

○ 募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止 

募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することによ

り募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類

する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利

用の勧奨を行ってはならないこととする。 

 

○ 職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示 

・ 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事

業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発



生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭

かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該

求人者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほ

か、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性の

ある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。 

・ 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するもの

として当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金

銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当

該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メール

その他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じ

ないよう明示しなければならないこととする。ただし、口頭によるもののほか、ホー

ムページの該当箇所を教示する等労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可

能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。 

 

３．根拠条項 

○ 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 48 条  

 

４．施行期日等 

○ 告 示 日：令和６年 10 月中下旬（予定） 

○ 適用期日：令和７年４月１日 

 


